
 
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 
 

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則 

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
四
年
広
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の 

 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
一
号
（
第
三
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                            

    



( 第
3
面

) 
申
請
者

( 個
人
で
あ
る
場
合

) 
本

籍
 

( ふ
り
が
な

) 
氏

名
 

生
年

月
日

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

( 法
人
で

あ
る
場
合

) 
( ふ

り
が
な

) 
名

称
 

住
所

 

 

 
 

 
 

法
定
代
理
人

( 申
請
者
が
法
第

7
条
第

5
項
第

4
号
チ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合

) 
本

籍
 

( ふ
り
が
な

) 
氏

名
 

生
年

月
日

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

( 法
人
で

あ
る
場
合

) 
( ふ

り
が
な

) 
名

称
 

住
所

 

 

 
 

役
員

( 法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る

場
合

) 
生

年
月

日
 

本
籍

 
( ふ

り
が
な

) 
氏

名
 

役
職

名
・

呼
称

住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
法
第

7
条
第

5
項
第

4
号
リ
に
規
定
す
る
役
員

( 申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

) 
生

年
月

日
 

本
籍

 
( ふ

り
が
な

) 
氏

名
 

役
職
名
・

呼
称

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

別
記
様
式
第
七
号
（
第
二
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                   



( 第
2
面

) 
申
請
者

( 個
人
で
あ
る
場
合

) 
本

籍
 

( ふ
り
が
な

) 
氏

名
 

生
年

月
日

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

( 法
人
で

あ
る
場
合

) 
( ふ

り
が
な

) 
名

称
 

住
所

 

 

 
 

 
 

法
定
代
理
人

( 申
請
者
が
法
第

7
条
第

5
項
第

4
号
チ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合

) 
本

籍
 

( ふ
り
が
な

) 
氏

名
 

生
年

月
日

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

( 法
人
で

あ
る
場
合

) 
( ふ

り
が
な

) 
名

称
 

住
所

 

 

 
 

役
員

( 法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る

場
合

) 
生

年
月

日
 

本
籍

 
( ふ

り
が
な

) 
氏

名
 

役
職

名
・

呼
称

住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
法
第

7
条
第

5
項
第

4
号
リ
に
規
定
す
る
役
員

( 申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

) 
生

年
月

日
 

本
籍

 
( ふ

り
が
な

) 
氏

名
 

役
職
名
・

呼
称

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   



別
記
様
式
第
十
八
号
（
第
二
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

                             

       



( 第
2
面

) 
申
請
者

( 個
人
で
あ
る
場
合

) 
本

籍
 

( ふ
り
が
な

) 
氏

名
 

生
年

月
日

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

( 法
人
で

あ
る
場
合

) 
( ふ

り
が
な

) 
名

称
 

住
所

 

 

 
 

 
 

法
定
代
理
人

( 申
請
者
が
法
第

7
条
第

5
項
第

4
号
チ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合

) 
本

籍
 

( ふ
り
が
な

) 
氏

名
 

生
年

月
日

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

( 法
人
で

あ
る
場
合

) 
( ふ

り
が
な

) 
名

称
 

住
所

 

 

 
 

役
員

( 法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る

場
合

) 
生

年
月

日
 

本
籍

 
( ふ

り
が
な

) 
氏

名
 

役
職

名
・

呼
称

住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
法
第

7
条
第

5
項
第

4
号
リ
に
規
定
す
る
役
員

( 申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

) 
生

年
月

日
 

本
籍

 
( ふ

り
が
な

) 
氏

名
 

役
職
名
・

呼
称

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



別
記
様
式
第
二
十
号
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 
                                   



( 裏
) 

相
続
人

 
本

籍
 

( ふ
り
が
な

) 
氏

名
 

生
年

月
日

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
法
定
代
理
人

( 相
続
人
が
法
第

7
条
第

5
項
第

4
号
チ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合

) 
本

籍
 

( ふ
り
が
な

) 
氏

名
 

生
年

月
日

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

( 法
人
で

あ
る
場
合

) 
( ふ

り
が
な

) 
名

称
 

住
所

 

 

 
 

役
員

( 法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る

場
合

) 
生

年
月

日
 

本
籍

 
( ふ

り
が
な

) 
氏

名
 

役
職

名
・

呼
称

住
所

 
 

 
 

 
 

 
法
第

7
条
第

5
項
第

4
号
リ
に
規
定
す
る
役
員

( 申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

) 
生

年
月

日
 

本
籍

 
( ふ

り
が
な

) 
氏

名
 

役
職
名
・

呼
称

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

政
令
第

4
条
の

7
に
規
定
す
る
使
用
人

( 相
続
人
に
当
該
使
用
人
が
あ
る
場
合

) 
生

年
月

日
 

本
籍

 
( ふ

り
が
な

) 
氏

名
 

役
職
名
・
呼
称

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

備
考

 
 

1
 
※
欄

は
記
入
し
な
い
こ
と
。

 
 

2
 
「
相

続
人
」
の
欄
か
ら
「
政
令
第

4
条
の

7
に
規
定
す
る
使
用
人
」
の
欄
ま
で
の
各
欄
に
は
，

該
当

す
る

す
べ

て
の
者

を
記

載
す
る

こ
と

と
し
，

記
載

し
き
れ

な
い

と
き
は

，
こ

の
様
式

の
例

に
よ

り
作
成
し
た
書
面
に
記
載
し
て
，
そ
の
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

 
 

3
 
こ
の

届
出
書
は
，
相
続
の
日
か
ら

30
日
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
。

 
  



（
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
規
則
第
七

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

別
記
様
式
第
一
号 

 

中 

 
 

 

「 
２
 
未
成
年
後
見
人
の
氏
名
欄
は
，
父
母
の
な
い
児
童
が
申
請
す
る
場
合
に
使
用
し
，
必
ず
未
成
年
後
見
人
が
直
筆
で
署
名
し
，
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。
 

を

 
 

」

 
 

 
 

「 
２
 
未
成
年
後
見
人
の
氏
名
欄
は
，
父
母
の
な
い
児
童
が
申
請
す
る
場
合
に
使
用
し
，
必
ず
未
成
年
後
見
人
が
直
筆
で
署
名
し
，
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
な
お
，
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
，
代
表
者
印
を
押

印
し
て
く
だ
さ
い
。
 

に 
 

 

」

 
 
 

改
め
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
九
号
注
中
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 
 
１
 
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表

者
の
氏
名
を
記
入
し
，
代
表
者
印
を
押
印
す
る
こ
と
。
 

 
 

別
記
様
式
第
十
三
号
注
３
、
別
記
様
式
第
十
四
号
注
２
、
別
記
様
式
第
十
五
号
注
２
、
別
記
様
式
第
二

十
号
注
２
及
び
別
記
様
式
第
二
十
一
号
注
２
中
「押

印
す
る
こ
と
。
」

の
次
に「

な
お
，
未
成
年
後
見
人

が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入

し
，
代
表
者
印
を
押
印
す
る
こ
と
。

」
を
加
え
る
。 

 

（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
六
号
の
十
一
中 

 
 

 
 

「 
氏
名

 
 住
所

 
 

 

 
 

を 

 
 

 
 

 

「 
氏
名

（
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
）

 
 住
所

（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

 
 

に
改
め
る
。 

 

 
 

 
 

 
 
 

別
記
様
式
第
七
号
そ
の
１
中 

 
 

 
 

 
 

 

「   

4 
保
護
者
の
住
所

 
氏
名

 
 

を 

「

4 

保
護
者
の
住
所

 
氏
名

 
（

法
人

に
あ

つ
て

は
，

そ
の

名
称

及

び
主

た
る

事
務

所

の
所

在
地

並
び

に

代
表
者
氏
名
）

 
 

に
改
め
る
。 

 

 
 

」

 
 

」

 
 

 
 
 

別
記
様
式
第
七
号
そ
の
２
中 

（裏面） 

」」



 
 

 
 

 
 

 

「   

4 
保
護
者
の
住
所

 
氏
名

 
 

を 

「

4 

保
護
者
の
住
所

 
氏
名

 
（

法
人

に
あ

つ
て

は
，

そ
の

名
称

及

び
主

た
る

事
務

所

の
所

在
地

並
び

に

代
表
者
氏
名
）

 
 

に
改
め
る
。 

 

 
 

」

 
 

」

 
 

 

（
広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
広
島
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
は
、
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
八
条
第
二
項
中
「
連
署
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、 

そ
の
代
表
者
が
連
署
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
で
あ
る
場 

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
加
え
る
。 

（
広
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

広
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
は
、
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
七
条
第
二
項
中
「
連
署
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
が
連
署
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
加
え
る
。 

 

（
広
島
県
立
三
次
看
護
専
門
学
校
学
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

広
島
県
立
三
次
看
護
専
門
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
四
年
広
島
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
は
、
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
誓
約
書
に
は
、
当
該
法
人
の
代
表
者
が
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
四
条
中
「
氏
名
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
名
称
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
三
号
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

注
 
１
 
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
が
保
証
人
と
な
る
場
合
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
，
代
表
者
印
を
押
印
す
る
こ
と
。
 



 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
（
広
島
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 
広
島
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
五
年
広
島
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
は
、
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
連
署
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
が
連
署
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
七
条
の
表
九
の
項
中
「
住
所
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
加
え
る
。 

 

（
広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
五
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
は
、
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
七
条
第
二
項
中
「
連
署
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
が
連
署
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
加
え
る
。 

 

（
広
島
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

広
島
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
第
四
項
中
「
営
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
」
の
下
に
「（

保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見

人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
が
解
散
し
た
と
き）

」
を
、
「
連
署
」
の
下
に
「
（
保
証
人

で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
と
連
署
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
は
、
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
誓
約
書
に
は
、
当
該
法
人
の
代
表
者
が
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
注
４
及
び
別
記
様
式
第
二
号
注
２
中
「校

長
が
認
め
る
者
と
す
る
。

」
の
次
に
「な

お
，
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代

表
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

」
を
加
え
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
注
１
、
別
記
様
式
第
五
号
注
１
、
別
記
様
式
第
六
号
注
１
及
び
別
記
様
式
第
七
号
注

１
中
「記

入
す
る
こ
と
。
」

の
次
に「

な
お
，
保
証
人
が
未
成
年
後
見
人
で
あ
つ
て
，
か
つ
，
法
人
の
場

合
に
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
」

を
加

え
る
。 

（
広
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
改
正
） 



第
十
条 

広
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
三
項
中
「
営
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見

人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
が
解
散
し
た
と
き
）
」
を
、
「
連
署
」
の
下
に
「
（
保
証
人

で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
と
連
署
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
は
、
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
誓
約
書
に
は
、
当
該
法
人
の
代
表
者
が
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

別
記
様
式
第
一
号
注
５
及
び
別
記
様
式
第
三
号
注
２
中
「校

長
が
認
め
る
者
と
す
る
。

」
の
次
に
「な

お
，
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代

表
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

」
を
加
え
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
注
１
、
別
記
様
式
第
六
号
注
１
及
び
別
記
様
式
第
七
号
注
１
中
「記

入
す
る
こ
と
。

」

の
次
に
「な

お
，
保
証
人
が
未
成
年
後
見
人
で
あ
つ
て
，
か
つ
，
法
人
の
場
合
に
は
，
そ
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

」
を
加
え
る
。 

 

（
広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
（
平
成
二
十
年
広
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
四
項
中
「
営
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見

人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
人
が
解
散
し
た
と
き
）
」
を
、
「
連
署
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ

る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
と
連
署
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五

項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
は
、
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
誓
約
書
に
は
、
当
該
法
人
の
代
表
者
が
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

別
記
様
式
第
一
号
注
４
及
び
別
記
様
式
第
二
号
注
２
中
「校

長
が
認
め
る
者
と
す
る
。

」
の
次
に
「な

お
，
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代

表
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

」
を
加
え
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
注
２
中
「す

る
こ
と
。

」
の
次
に
「な

お
，
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ

て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

」
を
加
え

る
。 別

記
様
式
第
五
号
注
１
、
別
記
様
式
第
六
号
注
１
及
び
別
記
様
式
第
七
号
注
１
中
「記

入
す
る
こ
と
。

」
の
次
に
「な

お
，
保
証
人
が
未
成
年
後
見
人
で
あ
っ
て
，
か
つ
，
法
人
の
場
合
に
は
，
そ
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

」
を
加
え
る
。 

 

（
広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
規
則
（
昭
和
六
十
年
広
島
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の



次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
３ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
は
、
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
誓
約
書
に
は
、
当
該
法
人
の
代
表
者
が
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
連
署
」
の
下
に
「
（
保
証
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
代
表
者
と
連
署
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

別
記
様
式
第
一
号
中 

 
  親

権
者

，
未

成
年

後
見

人
又

は

こ
れ

ら
の

者
に

準
じ

る
者

の
氏

名
 

を
「

 親
権
者
，
未
成
年
後
見
人
又
は
こ
れ
ら

の
者
に
準
じ
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

 

「 

 

」

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
号
注
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 
 
２
 
保
証
人
が
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
，
代
表
者
印
を
押
印
す
る
こ
と
。
 

別
記
様
式
第
四
号
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
注
 
１
 
保
証
人
が
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
，
代
表
者
印
を
押
印
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

別
記
様
式
第
五
号
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
注
 
１
 
保
証
人
が
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
，
代
表
者
印
を
押
印
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

別
記
様
式
第
六
号
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
注
 
１
 
保
証
人
が
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
，
代
表
者
印
を
押
印
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

（
広
島
県
土
砂
の
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

広
島
県
土
砂
の
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
中
「
住
民
票
の
写
し
」
の
下
に
「
（
法
定
代
理
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
法
人
の
定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ホ

に
規
定
す
る
役
員
の
住
民
票
の
写
し
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
条
第
四
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
（
法
定
代
理
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
第
六
項
中
「
住
民
票
」
の
下
に
「
の
写
し
（
法
定
代
理
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
法
人
の
定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
規

定
す
る
役
員
の
住
民
票
の
写
し
）
」
を
加
え
る
。 

  
 

別
記
様
式
第
六
号
（
裏
面
）
中 

 



 
 

 
 

 
 

法
定

代
理

人
の

氏
名

 
 

法
定

代
理

人
の

氏
名

又
は

名
称

「 

法
定

代
理

人
の

住
所

 

を
「

法
定

代
理

人
の

住
所

又
は

所
在

地

に
改
め
る
。 

 

 
 

」

 
 

」

 
 

 

別
記
様
式
第
七
号
（
裏
面
）
中 

 
 

 
 

 
 

 

法
定

代
理

人
の

氏
名

 
 

法
定

代
理

人
の

氏
名

又
は

名
称

「 

法
定

代
理

人
の

住
所

 
を

「

法
定

代
理

人
の

住
所

又
は

所
在

地

に
改
め
る
。 

 

 
 

」

 
 

」

 
 

 

別
記
様
式
第
八
号
中 

 
 

 

「 
10 

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
，
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
 

 
 

」

 
 

を 
 

 
 

「 
1
0
 
申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
，
法
定
代
理

人
が
法
人
の
場
合
に
は
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
氏
名
 

 

 
 

」

 
 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
六
号
中 

 
 

 
 

住
 
 
所
 

  

住
所
 

「 

承
継
前
の
 

事
業

者
 

氏
 
 
名
 

法
人
に
あ
っ
て
は
，

名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
 

を
「

 

承
継

前
の

事
業

者
の
 

住
所

及
び

氏
名

 

 法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名
称
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び

に
代
表
者
の
氏
名
 

 

氏
名
 

 
 

」

 

」

に
、 

 
 

「 
氏

 
名

 
 

( 承
継

人
が

未
成

年
者

の
場

合
)

法
定

代
理

人
の

氏
名

及
び

住
所

住
 

所
 

 
 

 
 

」

 

を 
 

 

「 

氏
 

名
 

 
( 承

継
人

が
未

成
年

者
の

場
合

)
法

定
代

理
人

氏
名

及
び

住
所

法
人

に
あ

っ
て

は
，

そ
の

名
称

及
び

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

並
び

に
代

表
者

の
氏

名
住

 
所

 
 

 
 

 

」

 

に
改
め
る
。 

 

 
 

別
記
様
式
第
十
八
号
中 



 

「 
住

所
 

 
譲

受
け

の
相

手
方

の
氏

名
及

び
住

所
( 法

人
に

あ

っ
て

は
，

名
称

及
び

代

表
者
の
氏
名

) 
氏

名
 

 

 
 

 

」

 

を 
 

 

「 
住

所
 

 
譲

受
け

の
相

手
方

の
 

氏
名

及
び

住
所

 
法

人
に

あ
っ

て
は

，
そ

の

名
称

及
び

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

並
び

に
代

表
者

氏
名

 

氏
名

 
 

 
 

 

」

 
 

に
、 

 
 

「 
住

所
 

 
( 申

請
者

が
未

成
年

者
 

の
場

合
) 法

定
代

理
人

 
の
氏
名
及
び
住
所

 
氏

名
 

 

 
 

 

」

 
 

を 
 

 

「 
住

所
 

 
( 申

請
者
が
未
成
年
者
の
場
合

) 
法

定
代

理
人

の
氏

名
 

及
び

住
所

 
法
人
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
名

称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
並
び
に
代
表
者
氏
名

 

氏
名

 
 

 
 

 

」

 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
各
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に 

 

県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
後
の
各
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
様
式
と
み

な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  


